
- 1 -

第5期第25回むかわ町農業委員会総会議事録

１.開催日時 平成２９年７月２５日(火) 午後２時００分から午後２時２６分

２.開催場所 穂別町民センター会議室

３.出席委員 ○(２２名)

４.欠席委員 △( ３名)

１番 中 澤 浩 ○ 11番 前 田 良 紀 ○ 21番 青 木 茂 美 ○

２番 星 力 △ 12番 平 島 道 弘 ○ 22番 紀 藤 文 秀 ○

３番 佐 田 正 彦 ○ 13番 佐々木 保 成 ○ 23番 宮 田 広 幸 ○

４番 石 崎 代里子 ○ 14番 上 杉 俊 光 △ 24番 藤 江 政 利 △

５番 森 山 幸 治 ○ 15番 綱 木 信 照 ○ 25番 中 島 勝 美 ○

６番 永 田 寿 明 ○ 16番 内 海 卓 ○

７番 藤 岡 健 人 ○ 17番 柴 田 文 広 ○

８番 伊 藤 正 人 ○ 18番 池 本 茂 ○

９番 貞 廣 賢 治 ○ 19番 佐々木 諭 ○

10番 土 田 泰 弘 ○ 20番 小野寺 眞 一 ○

５.議事日程

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 会期の決定

第３ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理に関する件

第４ 報告第２号 地区委員会の結果に関する件

第５ 報告第３号 農地中間管理機構による農用地の買入協議結果に関する件

第６ 報告第４号 「農地法の運用について」第３の４の（３）に基づく農地中間管理機構への情

報提供に係る結果に関する件

第７ 報告第５号 農業者経営移譲年金及び特例付加年金受給者の現況確認の結果に関する件

第８ 報告第６号 むかわ町人・農地プラン検討会委員の推薦に関する件

第９ 議案第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

（案）の決定に関する件

第10 議案第２号 農地中間管理機構による農用地の買い入れ協議を行う旨の通知要請に関する件

６.農業委員会事務局職員

本 庁－事務局長 鎌田 晃、主査 大捕 悠生

穂別支局－支局長 為田 雅弘、主査 藤野 真稔
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７.会議の概要

事 務 局 長 総会の開催にあたり、中島会長から挨拶と引き続き進行をお願いします。

会 長 【会長挨拶】

議 長 本日の出席委員は２２名です。欠席は２番・星 力委員、１４番・上杉俊光委員、

２４番・藤江政利委員の３名です。定足数に達しておりますので、ただ今から第５期第

２５回むかわ町農業委員会総会を開催いたします。

それでは議事日程に従い進めてまいります。

日程第１「議事録署名委員の指名」ですが、６番・永田寿明委員、７番・藤岡健人委

員の両名を指名したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

議 長 それでは、両名に決定いたしました。

日程第２「会期の決定」ですが、本日の案件は、報告６件、議案２件の合わせて８件

です。従って、会期は本日一日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

議 長 異議がないようですので、会期は本日一日と決定いたしました。続いて、諸般の報告

ですが、お手元の資料をもって説明に代えさせていただきます。

日程第３ 報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理に関する件

」を議題といたします。事務局の説明を求めます。

主 査 【報告第１号、朗読及び説明】

２ページになります。

農地保有合理化事業に先立ち、所有権が北海道農業公社になるため解約に至ったもの

です。以上です。

議 長 事務局の説明が終わりました。報告第１号について、質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、報告第１号は承認することに決定いたします。

日程第４ 報告第２号「地区委員会の結果に関する件」を議題といたします。事務局

の説明を求めます。

主 査 【報告第２号、朗読及び説明】

７月につきましては、議案に記載のとおり、７月１０日に川西地区委員会を開催して

おります。

あっせんの申し出１件について審議した結果、農地売買支援事業による農地中間管理
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主 査 機構の買い入れが必要と判断したところであります。

なお、あっせんの申し出内容については４ページに記載しておりますのでご確認をお

願いいたします。以上でございます。

議 長 事務局の説明が終わりました。報告第２号について、質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、報告第２号は承認することに決定いたします。

日程第５ 報告第３号「農地中間管理機構による農用地の買入協議結果に関する件」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。

主 査 【報告第３号、朗読及び説明】

先月の総会でご決定いただきました買入協議の結果についてご報告申し上げます。

なお、買入協議結果については、本日皆様に配布してございますので、ご確認をお願

いいたします。以上でございます。

議 長 事務局の説明が終わりました。報告第３号について、質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、報告第３号は承認することに決定いたします。

日程第６ 報告第４「「農地法の運用について」第３の４の（３）に基づく農地中間

管理機構への情報提供に係る結果に関する件」を議題といたします。事務局の説明を求

めます。

主 査 【報告第４号、朗読及び説明】

議案８ページから９ページに記載があります農地は、平成２８年度の農地利用状況調

査及び平成２８年１０月の第１６回農業委員会総会を経て「荒廃農地区分Ａ分類」と判

定した農地３５筆１７５，３１８㎡の農地となり農地利用意向調査を行った後、その全

てを「農地法の運用」に基づき農地中間管理機構へ情報提供を行っていたところです。

議案７ページにありますとおり平成２９年５月２２日付けで、情報提供を行った農地

すべてが、中間管理事業で借り入れる基準に適合しない旨通知がありました。

これにより、来月８月に予定している平成２９年度農地利用状況調査で再度委員皆様

に調査を行っていただき、その農地の利用状況や再生可能・不可能か等の判定をしてい

ただくこととなりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。

議 長 事務局の説明が終わりました。報告第４号について、質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、報告第４号は承認することに決定いたします。
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議 長 日程第７ 報告第５号「農業者経営移譲年金及び特例付加年金受給者の現況確認の結

果に関する件」を議題といたします。事務局の説明を求めます。

主 査 【報告第５号、朗読及び説明】

報告説明に入る前に若干経過をご説明します。

昨年度まで経営移譲年金等受給者について、現況届が提出される毎年６月総会におい

て、実態を伴った経営移譲を行っているかどうかを委員皆様にお諮りし、７月に農業者

年金基金へ現況届の提出をしてきております。

現況届については、平成２８年度から様式改正があり、農業を営んでいること等の支

給停止事由に該当していないなど自らがチェックする方式となり、また提出時事務局段

階でもその内容について確認をしてきております。さらに、納税所得の申告名義や経営

所得安定対策等交付金申請者名義の確認を農業委員会や農業者年金基金で行えるように

なってもございます。

以上の理由により、支給停止事由に該当になることを未然に防げる対応が、これまで

より構築され、現況確認の議決を経ずともできることとなることから、先月６月の正副

委員長以上会議において協議し、今年度から６月議案案件ではなく、現況届提出期日で

ある６月３０日を過ぎた７月報告案件とさせていただきます。

なお、報告案件とさせていただく理由としましては、先にご説明しましたように確認

もしやすくなりましたが、農業委員皆様の日常の確認も重要なことから受給者をお知ら

せすることにより、引き続き違反の未然防止や点検・相談業務をお願いすることからで

ございますのでご理解をお願いします。

議案に戻らさせていただきます。議案１１ページ川西地区６０名、１２ページ川東地

区４８名、１３ページ穂別地区５０名、合計１５８名の方が経営移譲年金等を受給して

ございます。

全員から現況届の提出があり支給停止事由に該当しておらず実態を伴った経営移譲で

あることを確認しました。さきほどお願いしたように、今後も支給停止事由に該当しな

いことを皆様の日頃の点検等からお願いし、何かあれば相談や情報提供をお願いいたし

ます。以上でございます。

議 長 事務局の説明が終わりました。報告第５号について、質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、報告第５号は承認することに決定いたします。

日程第８ 報告第６号「むかわ町人・農地プラン検討会委員の推薦に関する件」を議

題といたします。事務局の説明を求めます。

主 査 【報告第６号、朗読及び説明】

むかわ町長より任期満了に伴い、新たな委員の推薦依頼が、１５ページのとおりあり

ました。これまで各地区委員長３名に委員を引き受けていただいておりましたが、町の

方から検討委員の構成について、女性委員を増やすことなどの条件があり、関係機関等

推薦依頼先の構成数などを検討したところ、農業委員会からは１名は事務局長としたう
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主 査 えで２名の推薦依頼がありました。会長とも協議し、農委としての意見反映をするため

には、会長と事務局長が委員として引き受けることが望ましいと判断し、推薦いたしま

したのでご報告申し上げます。以上です。

議 長 事務局の説明が終わりました。報告第６号について、質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、報告第６号は承認することに決定いたします。

日程第９ 議案第１号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画（案）の決定に関する件」を議題といたします。事務局より議案の説明を

お願いいたします。

主 査 【議案第１号、所有権移転関係、朗読及び説明】

１７ページから、所有権移転1件です。

これらについては、報告第３号でご報告申し上げた、買い入れ協議に伴う所有権移転

となってございます。

以上、所有権移転１件６筆でございますが、この計画要請の内容は、経営面積・従事

日数など農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。

１８ページに図面を添付しておりますので、ご確認のうえ、ご審議ご決定くださいま

すようお願いいたします。以上です。

議 長 事務局の説明が終わりました。説明に対する質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、議案第１号は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(異議なし)

議 長 ご異議がないようですので、議案第１号は原案どおり決定いたします。

日程第１０ 議案第４号「農地中間管理機構による農用地の買い入れ協議を行う旨の

通知要請に関する件」を議題といたします。事務局の説明を求めます。

主 査 【議案第２号、朗読及び説明】

２０ページになります

本件につきましては、先ほどの地区委員会の報告でも申し上げましたとおり、認定農

業者が農地売買支援事業の利用を希望し、農地中間管理機構の買入が必要と判断したと

ころであります。

なお、２１・２２ページに、町長宛の要請書、図面を添付しておりますので、ご確認

のうえ、ご審議、ご決定くださいますよう、宜しくお願いします。以上です。
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議 長 事務局の説明が終わりました。説明に対する質問意見はありませんか。

(質問、意見なし)

議 長 質問意見がありませんので、議案第２号は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

(異議なし)

議 長 ご異議がないようですので、議案第２号は原案どおり決定いたします。

以上をもちまして本日の総会に提案された案件の審議が全て終了いたしましたので、

閉会といたします。大変お疲れ様でした。なお、次回の第２６回の総会の開催日は、８

月２５日に召集いたしますので、よろしくお願いいたします。


